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予 算 説 明 書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

30～31

３

民生費

２

児童福祉費

１

児童福祉

総務費

１ 子ども医療対策費
千円

213,967

子どもに係る医療費の一部を助成し、健康保持と経済的負担の軽減を図ることで福祉の増進に資すること
を目的とする「子ども医療対策費」において、助成見込額が当初予算を上回り不足が生じる見込みである
ことから、不足額を増額補正するもの。

１ 概 要

２ 事業内容

対象者 高校生世代までの子ども

助成内容

【現物給付】中学生まで
・受給者は、医療機関の窓口において、保険診療に係る一部負担金のうち、自己負担額のみを支払う
・市は、医療機関に対して、一部負担金から自己負担額を控除した額を支払う

【償還払】高校生世代、県外受診等
・受給者は、医療機関の窓口において、保険診療に係る一部負担金を支払い、一部負担金から自己負
担額を控除した額の助成を市に対して申請する

・市は、受給者に対して助成額を支払う

［自己負担額］
１医療機関あたり、入院・通院ともに１日上限800円、１月上限1,600円（調剤薬局は自己負担額なし）
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３ 補正予算の内容

区分
Ｒ５年度当初予算額① Ｒ５年度所要見込額② 補正額

②－①件数 金額 件数 金額

乳幼児

入院 ２，１３１件 １０２，２７６ ３，０７２件 １２７，１９３ ２４，９１７

通院 ２５３，６４７件 ２８９，１０８ ３２９，６３０件 ３６１，８９５ ７２，７８７

小計 ２５５，７７８件 ３９１，３８４ ３３２，７０２件 ４８９，０８８ ９７，７０４

小学生

入院 ４９３件 ２７，８７６ ６４３件 ３７，６０８ ９，７３２

通院 ２００，０２１件 ３５３，３８３ ２４９，５２２件 ４４８，３７２ ９４，９８９

小計 ２００，５１４件 ３８１，２５９ ２５０，１６５件 ４８５，９８０ １０４，７２１

中学生

入院 ３６４件 ２２，８０７ ３４７件 ２１，１２３ ▲１，６８４

通院 ９２，８００件 １９６，０６０ １０２，５１７件 ２０３，７０４ ７，６４４

小計 ９３，１６４件 ２１８，８６７ １０２，８６４件 ２２４，８２７ ５，９６０

合計 ５４９，４５６件 ９９１，５１０ ６８５，７３１件 １，１９９，８９５ ２０８，３８５

(1) 扶助費
入院・通院件数の増によるもの （単位：千円）

Ｒ５年度当初予算額① Ｒ５年度所要見込額②
補正額
②－①

委託料 ５２，２０５ ５７，７８７ ５，５８２

(2) 事務費
審査委託料（国保連合会及び社会保険支払基金）の増によるもの （単位：千円）

※高校生世代については、11月からの支給開始に伴い、現時点では所要見込額が見込めないため、今回の補正予算に計上していない。
予算額： 扶助費 48,604件 119,336千円（入院 233件 14,031千円 通院 48,371件 105,305千円） 審査委託料 2,380千円
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４ 財源内訳

※乳幼児に係る扶助費及び審査委託料の１／２（長崎県福祉医療費補助金）

区分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

当初予算額
千円

1,187,719

千円

－

千円

358,173

千円

－

千円

64

千円

829,482

補正額
213,967

－
※

50,984
－ －

162,983

補正後の額
1,401,686

－
409,157

－
64 992,465

【参考】

●入院・通院件数の推移 （単位：件）

区分 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度（見込）

乳幼児
入院 ２，８１６ ２，０７１ ２，４０４ ２，３３４ ３，０７２

通院 ３２１，２２３ ２５７，８５７ ２７４，７９６ ２７４，３１９ ３２９，６３０

小学生
入院 ６４７ ４８０ ４１７ ５１８ ６４３

通院 ２２３，９０２ １９１，０３７ １９９，１１８ ２０４，１０９ ２４９，５２２

中学生
入院 ４１２ ３８９ ３７２ ３６０ ３４７

通院 ８７，８２３ ７７，１８６ ８５，０２９ ８３，３３６ １０２，５１７

合計 ６３６，８２３ ５２９，０２０ ５６２，１３６ ５６４，９７６ ６８５，７３１
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１ 繰越明許費

事 業 名 金 額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

【単独】新保育施
設建設用地整備
事業費 旧仁田
佐古小学校跡地
擁壁

予算現額
千円

１０７，０００
千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
１０７，０００

支出予定額 ２９，３００ － － － － ２９，３００

繰越明許額 ７７，７００ － － － － ７７，７００

繰越事由
新保育施設建設用地擁壁等整備工事の支障となる隣接家屋の工作物（下屋）の撤去につ
いて、所有者との交渉に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の
完了予定

令和６年４月

３款 民生費 ２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費

市立緑ケ丘保育所及び仁田保育所の民間移譲に伴う新保育施設建設用地である旧仁田佐古小学校跡地の南側
擁壁が脆弱であることから、既存擁壁の撤去及びブロック積み擁壁の設置工事を行うもの。
また、同敷地内東側のブロック塀等についても、老朽化が著しいため、撤去及びフェンスの設置を行うもの。

【工事内容】
(1) 既存擁壁（コンクリート擁壁）の撤去 高さ（Ｈ） ： ６ｍ 延長（L） ： ６５ｍ
(2) ブロック積み擁壁の設置 高さ（Ｈ） ： ５ｍ 延長（L） ： ６５ｍ
(3) ブロック塀及び鉄製フェンスの撤去、新たなフェンスの設置 延長（L） ： ４０ｍ

２ 事業概要

【予算説明書】 ３９ページ ～ ４０ページ
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３ 位置図

整備対象東側のブロック塀、鉄製フェンス

支障工作物

整備対象南側擁壁
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４ スケジュール

（1）当初のスケジュール

（2）今後のスケジュール

※ 新園舎建設に影響なし

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ～ 3月 4月 ～ 1月 2月 3月 4月 ～

準備工

支障物件交渉

構造物撤去工

ブロック積工

フェンス設置工

後片付け

新園舎実施設計

新園舎建設工事

運営開始

令和8年度
項　目

令和5年度 令和6年度 令和7年度

市

法人

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ～ 3月 4月 ～ 1月 2月 3月 4月 ～

準備工

支障物件交渉

構造物撤去工

ブロック積工

フェンス設置工

後片付け

新園舎実施設計

新園舎建設工事

運営開始

令和7年度 令和8年度

市

法人

項　目
令和5年度 令和6年度
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予 算 説 明 書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

30～31
３

民生費

２

児童福祉費

３

ひとり親

家庭福祉費

１ ひとり親家庭・寡婦医療対策費
千円

19,479

ひとり親家庭、寡婦等に係る医療費の一部を助成し、健康保持と経済的負担の軽減を図ることで福祉の増
進に資することを目的とする「ひとり親家庭・寡婦医療対策費」において、助成見込額が当初予算を上回
り不足が生じる見込みであることから、不足額を増額補正するもの。

１ 概 要

２ 事業内容

対象者

【母・父】
・20歳未満の子を現に監護する母子家庭の母及び父子家庭の父

【子】
・母子家庭の母又は父子家庭の父に現に監護を受けている18歳未満の子及び
高等学校に在学する18歳以上20歳未満の子

・父母のいない18歳未満の子及び高等学校に在学する18歳以上20歳未満の子
（乳幼児、小学生、中学生の医療費については子ども医療費に計上）

【寡婦】
・扶養義務者と生計を同じくしていない（1人暮らし）60歳以上70歳未満の者 ※入院のみ助成

助成額

保険診療に係る一部負担金から、次の自己負担額を差し引いた額を助成（助成方法は現物給付）
［自己負担額］
１医療機関あたり、入院・通院ともに１日上限800円、１月上限1,600円（調剤薬局は自己負担額なし）
寡婦については入院のみ助成対象で、１日上限1,200円
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３ 補正予算の内容

(1) 扶助費
入院・通院件数の増によるもの （単位：千円）

(2) 事務費
審査委託料（国保連合会及び社会保険支払基金）の増によるもの （単位：千円）

区分
Ｒ５年度当初予算額① Ｒ５年度所要見込額② 補正額

②－①件数 金額 件数 金額

親

入院 ２９５件 １４，８２０ ３３４件 １５，６２３ ８０３

通院 ４７，２６２件 １２３，４７８ ５１，２８８件 １３５，８８４ １２，４０６

小計 ４７，５５７件 １３８，２９８ ５１，６２２件 １５１，５０７ １３，２０９

子

入院 ６８件 ３，７８９ ７５件 ４，６３１ ８４２

通院 ９，９３８件 ２０，１０３ １１，６９０件 ２５，２２６ ５，１２３

小計 １０，００６件 ２３，８９２ １１，７６５件 ２９，８５７ ５，９６５

合計 ５７，５６３件 １６２，１９０ ６３，３８７件 １８１，３６４ １９，１７４

Ｒ５年度当初予算額① Ｒ５年度所要見込額②
補正額
②－①

委託料 ３，２６１ ３，５６６ ３０５

※子は高校生世代のみ（中学生までは子ども医療対策費に計上）
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４ 財源内訳

区分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

当初予算額
千円

167,895

千円

－

千円

63,704

千円

－

千円

5

千円

104,186

補正額
19,479

－ － － －
19,479

補正後の額
187,374

－
63,704

－
5 123,665

【参考】

●入院・通院件数の推移 （単位：件）

区分 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度（見込）

母
入院 ２８６ ３３５ ２９３ ２６８ ３０３

通院 ４９，７５０ ４５，９６２ ４６，９６２ ４６，９４３ ４９，０３２

母の子
入院 ７７ ６２ ５８ ５９ ７２

通院 １０，６００ ８，８７９ ９，５６０ １０，０９４ １１，１５２

父
入院 ２９ １７ ２６ ２８ ３１

通院 ２，６０４ ２，２８１ ２，１８６ ２，１２８ ２，２５６

父の子
入院 ２ ５ ６ ３ ３

通院 ５６７ ４１０ ４１４ ４７１ ５３８

合計 ６３，９１５ ５７，９５１ ５９，５０５ ５９，９９４ ６３，３８７
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